
寄付の内容は？

指定寄付金とは？

寄付のこぼれ話

本当にあった寄付の話

寄付金控除確定申告によって…

いただく寄付の内容は様々ですが、いくつかご紹介します。

【実例】

厄年の会が解散するので残金を・・・

会社で行事があり集まったお金を・・・

母の葬儀が終わり、一区切りついたので・・・

介護用おむつが余っているので・・・

新米ができ古米が余っているので・・・

臨時収入があったので、一部を・・・

寄付を頂く際、寄付金や寄付物品を届ける先を指定することができます。

「ふくし」 はとても広く深いので、例えば 「高齢の方たちへ」や

「障がいの方たちへ」など大枠をきめていただき届けることができます。

またさらに細かく深く「子ども食堂の方たちに」や「ボランティアセンターの運営に」

など指定することもできます。

多くの方が「誰にも言わないで・・・」と寄付されます。「匿名」で受けつけることはよくありますが、「誰にも言わないで」と言われます

と実は少し困ります。「匿名」でも寄付があったことを広報誌などで周知させていただくと、その寄付に続く方が出てきます。

また、いただいた方たちにも「自分たちを応援してくれる人がいる」というメッセージにもなります。

ご寄付をされる際は、匿名希望でも広報誌の掲載などお許しいただくと助かります。

2023 年 11 月 6 日、知多市社会福祉協議会の郵便受けに見

慣れない封筒がありました。朝出勤した職員が確認すると中には、

現金と手紙があり、「・・・人生に一回くらいは、社会貢献がし

てみたくなったので、多くの人に社会福祉事業に対して関心を持

ってもらいたい・・・」とのこと、金額は応援する球団の 38 年

ぶりの優勝にかけて 38 万円のご寄付を頂きました。
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令和 7 年度事業計画
「第 3 次知多市社会福祉協議会発展強化計画」に基づき、基本理念の
「共に支え合い 住み慣れた地域で 安心して暮らせる まちづくり」
実現に向けて、各種事業に取り組んでまいります。
在宅サービス一覧や詳しい事業、
収支予算はホームページをご覧ください。

補助金
行政が地域や個人、社協などの

団体活動を支援するために

提供する資金です。

寄付金

自動販売機での利益など、

事業や取引で得た利益です。

収益金

行政等からの委託事業を請け、

その事業にかかる経費に充てる

お金です。

受託金

補助金などでは対応しない

地域福祉サービスや困りごと解決のための

住民のみなさまからの拠出金です。

会費
 「赤い羽根」をシンボルとして

10 月 1 日から全国一斉に展開している

民間社会福祉のための募金です。

共同募金

指定寄付特集

使い道は？
・ボランティア事業推進のために

・地域福祉事業推進のために

・児童福祉事業推進のために

・障がい者福祉事業推進のために

・高齢者福祉事業推進のために

・生活困窮者支援のために

・社会福祉基金へ積立

・その他

(赤い羽根共同募金)

(収益事業)

確定申告によって所得税法上の寄付金控除を受ける

ことができます。

指定寄付

寄付のお金です。

特定の目的や相手に対して、

無償で提供されるお金です。

子ども食堂

青少年ボランティア


